
実はこんなに！あなたとご家族のための支援制度

令和８年度版 築上町支援制度一覧

支援制度名 内容 担当課

妊娠
出産
子育て

低所得の妊婦に対する初回産科
受診料助成

低所得の妊婦さんの経済的負担を軽減し、必要な支援につなげるために、初回産科受診料を助成しま
す。

子育て・健
康支援課

妊娠を希望する女性等への風し
ん予防接種助成

風しん抗体検査結果が抗体基準以下の方に対し、予防接種費用の一部を助成します。

妊産婦さんの歯科検診助成
（歯周疾患検診）

母子健康手帳交付時、「歯周疾患検診受診票」をお渡しします。
（300円で歯科検診が受けられます。生活保護世帯は無料です。）

新生児検査費助成事業 （聴覚
検査・ライソゾーム病検査）

対象の検査を行った場合の検査費用の一部を助成します。
（聴覚検査、ライソゾーム病検査いずれも助成上限5,000円）

幼稚園・保育園「巡回相談事
業」

児童発達の専門職が町内幼保育園を巡回します。集団生活の様子をみて、お子さんへの対応法などを
助言することにより、健やかな成長を支援します。

母子手帳アプリ「とことこノー
ト」

母子健康手帳の電子化だけでなく、妊娠届や出産・子育て応援交付金の申請も可能です。出産後は、
お子さんの予防接種管理もできます。

パパママ学級（要予約・個別対応） 町の助産師等が妊娠・出産・育児等について相談に応じ、支援します。＊要予約

３歳児健診時の視覚検査機器導
入

視力検査ができない乳幼児でもカメラで写真を撮られるような感覚で検査を受けることができ、屈折
異常や屈折の左右差、斜視などを瞬時に発見できます。

妊婦のための支援給付金事業
妊娠届出時と出生届出時（こんにちは赤ちゃん訪問実施後）に、妊婦さんへそれぞれ５万円を給付し
ます。（流産・死産された方も対象です。）妊婦等包括相談支援も同時に実施しています。

ちくじょうベビー育児用品定期
便事業

生後３か月から１歳のお誕生月までの子育て家庭を対象に「見守り支援」と「経済的支援」を目的と
して、おむつ等の育児用品を毎月お届けします。

親子ふれあい知育絵本配布事業
親子の触れ合いを目的に知育絵本をプレゼントします。７か月児健診当日は、絵本の活用法や児への
声かけなど実演します。

妊産婦の健康相談
妊娠中の健康・産後の不安、里帰り出産についての疑問など、さまざまな悩みについて相談を受けて
います。

こんにちは赤ちゃん訪問事業
全ての生後４か月未満のお子さんがいるご家庭を対象に、助産師・保健師等が訪問しています。体重
測定、予防接種プラン、母乳育児、その他相談に応じ、支援します。

発達相談（こあら教室） お子さんやご家族の困り感が軽減できるよう、専門の先生からアドバイスをもらうことができます。

子どもインフルエンザ予防接種
費用助成

任意予防接種費用を助成します。上限4,000円/回
＊契約医療機関であれば、窓口で助成額が差し引かれます。
（対象：生後6か月児～中学３年生まで）

造血細胞移植後再接種費用補助
事業

小児がんなどの治療に伴う骨髄移植などにより、ワクチン再接種が必要となったお子さんの任意予防
接種費用を助成します。対象は20歳未満です。

保育園 第3子以降保育料・副
食費無償化

22歳未満の子を３人以上扶養している場合、第３子以降の保育料・副食費を無償化します。

子育て支援センター（子育て相
談）

児童館と保健センターチアフルついきで育児相談や楽しいイベントを開催しています。

産後ケア事業
出産後のお母さんが少しでも安心して子育てができるように、産後の体調管理と育児のサポートを行
います。宿泊型・居宅訪問型・通所型が利用できます。

築上町児童館
アグリパークに隣接する子どもたちの楽しい遊び場です。いつでも、気軽に来館できるように、紙お
むつなど赤ちゃん用品の自販機を設置しています。（日曜日休館）

休日保育事業
日曜日や祝日に、仕事などにより家庭で保育ができない場合に児童を預かります。
＊実施施設：山びこ保育園

一時預かり保育事業
保護者の疾病等または育児疲れによるリフレッシュを図ることを目的に実施しています。
＊実施施設：築城保育所・山びこ保育園

病児保育事業
保護者の仕事などの都合で、家庭での保育が困難な病気中の児童を看護師・保育士が一時的に預かり
ます。 ＊実施施設：椎田そらいろ 保育園

築上町こども家庭センター
妊娠期から子育て期までの相談窓口です。週１回、役場内にソーシャルワーカーを配置し、専門的な
知見により支援します。

医療的ケア児在宅レスパイ
ト事業

在宅の医療的ケア児の看護や介護を行う家族の負担軽減を図るため、対象経費の一部を助成します。

保険福祉課子ども医療費助成
18歳まで（ 18 歳に達する日以降の最初の３月 31 日まで）のお子さんの医療費の自己負担の一部を助
成します［未就学児は自己負担なし］。

ひとり親家庭等医療費助成
18歳まで（18歳に達する日以降の最初の３月31日まで）のお子さんを養育するひとり親家庭の母・父
の医療費の自己負担の一部を助成します［所得制限あり］。

森からのおくりもの事業
出生届出時において築上町の住民記録台帳に記録されるお子さんに築上町産のヒノキを使用した木製
品を贈呈します。

産業課

ブックスタート・フォローアッ
プ事業

４か月及び１歳６か月健診時に絵本と絵本を楽しむ体験をプレゼントします。 生涯学習課
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